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更新日 質問内容・修正事項 回答内容・修正事項詳細

5/14 1 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)

オ　提出書類一覧

定款で示す「事業目的」に関して、「建築工事業」
や「ビルメンテナンス業」など、本事業に関連する
と想定され、目的として記載があることが応募の前
提とされている事項はありますでしょうか？

記載を必須、前提としたものはございません。

5/14 2 要項 P11
Ⅰ第1章10
事業期間

【修正】Park-PFIの基本協定期間を訂正
表中のPark-PFI基本協定期間が約21年9か月となっ
ていますが、正しくは「約21年3か月」のため、訂
正します。

5/14 3 要項 P13
Ⅰ第2章1
応募資格等

【修正】応募資格を訂正

1（1）ウに、「グループで応募する場合は、そのす
べての構成法人が次の（２）の資格要件を満たして
いる必要があります」と記載されていますが、すべ
ての構成法人が満たすべきは（２）アであり、
（２）イは市民総合体育館の管理を担当する構成法
人が有していれば良いため、訂正します。

6/5 4 要項 P5

Ⅰ第1章6(1)
流山市総合運動公
園の概要(駐車

場）

既存の無料駐車場の有料化についての提案が認めら
れる場合、整備運営事業者の負担で駐車場設備を整
備した場合の収益については自主事業扱いとなりま
すでしょうか。

現在は、流山市都市公園条例に基づき、普通乗用車
の駐車場は無料、大型バス駐車場の利用（大型バス
と中型バスの駐車）のみ有料となっています。
駐車場の有料化を行う場合は、流山市都市公園条例
の改正を行う必要があります。

6/5 5 要項 P9
Ⅰ第1章9(3)

リスク分担等に関
する事項

公募設置管理制度に対して、万が一住民反対が発生
した場合の事業の中止・延期に関するリスク分担に
ついてご教授いただけますでしょうか。

事業の中止・延期の原因となった事項を精査し、資
料1４「流山市総合運動公園整備運営事業の公募設
置管理制度に関する基本協定書（案）」第３０条及
び第４８条に基づき、整備運営事業者と協議を行う
ことを予定しています。

6/5 6 要項 P9
Ⅰ第1章9(3)

リスク分担等に関
する事項

人件費、物品費等の物価変動に伴う経費の増は整備
運営事業者となっておりますが、指定管理料の増額
協議は5年毎の更新時に応じていただける認識で相
違ないでしょうか。

原則として、指定管理期間内の指定管理料の変更は
行わず、指定管理料の協議は５年ごとに、再指定を
行うこととなった際に実施します。
当初想定できなかった事態の発生により、管理方法
の変更や利用料収入に大幅なかい離が生じた場合、
必要に応じて指定管理料の総額や年度額を変更しま
す。変更にあたっては、その要因と変更の妥当性を
確認します。

6/5 7 要項 P11
Ⅰ第1章11

事業実施体制

第三者に業務の委託または請負を負わせることがで
きる事項について「整備運営事業者が直接行うこと
が困難な場合もしくは委託することが本業務の遂行
上合理的と認められる場合」とありますが、具体ど
のような状況を想定されているのでしょうか。

Park-PFIに関しては、公募対象公園施設や特定公
園施設の整備に関する設計や工事を委託する場合
や、公募対象公園施設の管理運営については、実際
に入るテナントなどを第三者に委託や請負を負わせ
る場合などを想定しています。
また、指定管理については、公園の植物管理やバー
ベキュー広場の運営管理、電気設備管理のほか、各
種機器の法定点検など、専門的な知識や資格が必要
な管理等について、整備運営事業者が専門知識や資
格を所持していない場合は第三者委託をすることが
合理的であると考えられるため、第三者委託をする
ことができると考えています。

6/5 8 要項 P11
Ⅰ第1章10
事業期間

「解体撤去前の現状有姿とする場合もあります。」
とありますが、認定計画の20年を超えて新たな計画
を提案し、公募対象施設を撤去せず、運営していく
ことは可能でしょうか。

現時点での事業計画は事業期間中に撤去する事業ス
キームでご検討ください。なお、事業期間後に現状
有姿とするご提案をしていただくことは可能です
が、それを保障するものではございません。

6/5 9 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)オ
提出書類一覧

「6-4 ちばSDGｓパートナー登録証の写し」の副本
の提出部数について12と記載がありますが、他副本
提出部数記載の15の誤植でしょうか。

誤：12部　　正：15部
です。訂正した募集要項を公開します。

6/5 10 要項 P20
Ⅰ第2章2(9)サ
応募の禁止

「バーベキュー事業を運営している株式会社ファク
ティブは応募者や応募団体の構成法人になることが
できません。」と記載がありますが、構成法人とせ
ず、再委託先として協力を得ること並びに提案書に
その旨記載することは禁止されていないという理解
で相違ないでしょうか。

ご質問のとおり、株式会社ファクティブは応募団体
になることはできませんが、令和９年度以降の再委
託先とすること、また、それを提案書に記載するこ
とは問題ありません。

質問・修正対象
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更新日 質問内容・修正事項 回答内容・修正事項詳細質問・修正対象

6/5 11 要項 P30

Ⅱ第2章2(1)
公募対象公園施設
の種類及び整備・
管理運営に関する

条件

「当該施設から生ずる収益を特定公園施設の整備に
要する費用に充てることができるものとし、【公園
施設に該当しない施設は認められません。】」につ
いて、文章の解釈の仕方についてご教授いただけま
すでしょうか。公募対象公園施設の収益は特定公園
施設の整備に要する費用に“のみ”充てることがで
きるという解釈になりますでしょうか。

都市公園法第二条第二項に定義される「公園施設」
以外は、都市公園に基本的に設置することができな
いため、このように記載しています。
公募対象公園施設の収益は、特定公園施設の整備に
要する費用以外にも収益還元として充てることがで
きます。

6/5 12 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

「施設に必要な電気は認定計画提出者の負担にて整
備してください。動力100アンペア、電灯50アンペ
アまでであればキュービクルから引き込むことがで
きます。」とありますが、電圧200V・最大電力が
電灯10kW、電力34.6ｋWが最大の理解で相違ないで
しょうか。

6/5 13 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

｢動力100アンペア、電灯50アンペアまでであれば
～｣とありますが、単位はkWまたはkVAの間違いで
はないでしょうか。ご確認のほど宜しくお願いしま
す。

6/5 14 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

「施設に必要な電気は認定計画提出者の負担にて整
備してください。動力100アンペア、電灯50アンペ
アまでであればキュービクルから引き込むことがで
きます。」とありますが、キュービクルについては
現在使われていないものという理解で相違ないで
しょうか。

6/5 15 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

｢動力100アンペア、電灯50アンペアまでであれば
～｣
この場合、容量をあげることは、可能でしょうか。

6/5 16 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

「施設に必要な電気は認定計画提出者の負担にて整
備してください。動力100アンペア、電灯50アンペ
アまでであればキュービクルから引き込むことがで
きます。」とありますが、キュービクル自体の不良
による修繕・交換工事等の責任分担についてはどの
ようになりますでしょうか。また、上記で事業中止
となった場合のリスク分担についてもご教授くださ
い。

公募対象公園施設に接続する予定のキュービクルは
指定管理対象施設であり、当該キュービクルの活用
先のほとんどが指定管理対象施設であることから、
まずは施設修繕費で対応していただきます。
なお、大規模な修繕が生じた場合で、見積額が1件
３０万円を超えるものは市が負担するものとしま
す。

ただし、公募対象公園施設と引き込みを予定するブ
レーカーまでの間で不具合が発生した場合は、整備
運営事業者の負担により修繕していただきます。

事業中止となった場合のリスク分担については、
キュービクルが不良となった原因や復旧までの期間
を精査し、整備運営事業者と協議することとしま
す。

6/5 17 要項 P37
Ⅲ第1章2、4

指定期間、参考価
格

「運営状況を確認した上で、整備運営事業者を非公
募で審査し、指定管理者候補者とする」とあります
が、令和13年度以降の指定管理料の参考価格につい
ては5年ごとに見直されるという認識で相違ないで
しょうか。指定管理料の考え方についてご教示くだ
さい。

令和1３年度以降の参考価格について、指定期間ご
とに見直しを行います。

6/5 18 要項 P38
Ⅲ第1章4(2)ア

指定管理料につい
て

事業期間中に施設で現在と比して、多くの修繕がか
かる可能性が予見されますが、精算対象となる施設
修繕費1,500,000円が事業期間中に増額される可能
性はありますでしょうか。

修繕費の見直しは、指定管理料の見直しと原則同様
とします。詳細は質問番号６をご確認ください。

6/5 19 資料4
公募対象公園施設

平面図
流山市総合運動公園に隣接する墓地については公募
対象範囲の対象外の認識で相違ないでしょうか。

資料３に掲載されている整備区域の南側に位置した
樹林帯に隣接している墓地は、公園敷地外であるこ
とから、事業範囲の対象外です。

現在使用しているキュービクルの中で、公募対象公
園施設に使用することができる容量を示していま
す。また、現在使用しているキュービクルにおい
て、公募対象公園施設に使用する専用ブレーカーが
設置されています。

容量をあげるためには、増設工事等が必要になるた
め、現時点では、市で新たに設置をする予定はござ
いません。

電灯は1０ｋＷ、動力は力率を８０％として最大電
力が２７．７ｋＷとなりますので、その範囲でご計
画ください。
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6/5 20 要項 P17
I第2章2(7)オ(ア)

応募申込時
様式A-2

様式A-2の「申請書」に添付する書類は、書類番号
２～11のことを指していると理解しております。そ
のうち、（５）の事業計画書及び収支計画書が書類
番号２～11には該当するものがなく、当該書類の提
出は不要という理解で宜しいでしょうか？

様式A-2【書類番号1-2】の「２　関係書類（５）
事業計画書及び収支計画書」については、整備運営
事業提案書の提出書類一覧に含まれています。該当
する書類は、次の通りです。
事業計画書：様式N～V【書類番号25～33】
収支計画書：様式W【書類番号34】
最終的に、応募申込時にご提出いただく書類と、整
備運営事業提案書を併せて1つの応募申込書（申請
書）として取り扱う予定です。

6/5 21 要項 P18

Ｉ第2章2(7)オ
(イ)

整備運営事業提案
書提出時

指定様式に関して、版型、分量、記載事項は遵守し
たうえで、HPに添付されているものとは別の様式に
てご提案書を作成し、ご提出させて頂くなどの対応
はご検討可能でしょうか？

様式が定められている書類は定められた様式をご利
用ください。提案書のご提出の際は、印刷物とデー
タの提出を求めていますが、データは、テキスト情
報を含んだPDFデータをご提出いただければ、デー
タの作成手法（作成ソフトの種類）は問いません。

6/5 22 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

公募対象公園施設、特定公園施設整備時に事業用電
気工作物として受変電設備を新たに設置してもよい
のでしょうか。また、整備した受変電設備も現状復
帰の対象でしょうか。

東京電力と協議した結果、公園敷地外から新たに引
き込むことはできないこととなっています。
現在の受変電設備の電力供給量が不足する場合、
キッコーマンアリーナ周辺にある受電設備から、野
球場とバスケットボール広場の間にある受変電設備
及び公園等照明用の受変電設備(トランス、電線
管、電線、ブレーカー等）全ての設備変更あるいは
増設が必要となる可能性が高いです。この場合、当
該整備費用は整備運営事業者の負担により実施して
いただきます。

公募対象公園施設として設置した受変電設備は原則
原状復帰の対象ですが、認定計画期間終了後に公募
対象公園施設を現状有姿とする場合などの際は、協
議をするものとします。

6/5 23 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

公募対象公園施設整備用に電気を新たに引き込み、
特定公園施設へ送電する場合はその整備費用の一部
（特定公園施設にかかるもの）については整備運営
事業者と市での費用負担として問題ないでしょう
か。また電気設備工事における費用負担の範囲想定
や資産区分に関する想定があればご教示ください。

東京電力と協議した結果、公募対象公園施設整備用
に新たに電気を敷地外から引き込むことはできませ
ん。

6/5 24 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

公募対象公園施設整備用に設置した受変電設備より
特定公園施設へ送電する場合はその費用（使用料、
メーター更新費用含む）を指定管理者へ請求するも
のとして差し支えないでしょう
か。

新たに受変電設備の増設や設備変更等を整備運営事
業者が実施し、当該受変電設備から特定公園施設へ
送電した場合、使用料やメーター更新費用は指定管
理者が費用を負担します。
ただし、受変電設備から特定公園施設への送電に要
する整備費用は、整備運営事業者と市、双方の負担
によるものとし、特定公園施設の整備費用の負担に
関する考え方と同様です。
なお、公募対象公園施設の原状復帰の原則を踏まえ
て、新しく公募対象公園施設用に設置した受変電設
備から特定公園施設へ引き込まないことが望ましい
と考えます。

6/5 25 要項 P5
Ⅰ第1章6(1)

流山総合運動公園
の概要

無料公園施設の年間の利用者数についてご教授いた
だけますでしょうか。

無料公園施設の年間の利用者数について、データを
持ち合わせていません。

6/5 26
資料1
仕様書

P38
Ⅴ第2章

第三者への業務の
委託

けやき広場の整備後の仕様がわかる資料についてご
開示いただけますでしょうか。現行維持管理水準を
上回らない又は相違ない認識でよろしかったでしょ
うか。

資料２　維持管理水準　及び追加資料で希望者に配
付した、　追加資料６－1２　の図面をご確認くだ
さい。
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6/27 27 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

公募対象公園施設に接続する予定のキュービクルは
公園野球場横のキュービクルとお見受けしますが当
該設備は1984年製造と大変古く、また一般財団法
人関東電気保安協会による更新目安として25年が示
されており、いつ故障してもおかしくない状況と考
えられます。
質問回答16で「キュービクルが不良となった原因や
復旧までの期間を精査し、整備運営事業者と協議す
ることとします。」と回答がありましたが、事業期
間を含めた60年間現行のキュービクルが耐用するこ
とは現実的ではない中で、キュービクルの更新や改
修に関する想定や計画はありますでしょうか。

キュービクルの状況を今後改善するために検討を
行っています。

6/27 28 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

仮に事業期間中に更新工事を行った場合、一般的に
は工事発注から完了までには時間を要することか
ら、見込んでいた事業経営に大きく支障を来す恐れ
があります。質問回答16で「キュービクルが不良と
なった原因や復旧までの期間を精査し、整備運営事
業者と協議することとします。」と回答がありまし
たが、工事中の送電ができない中で検討されている
代替手段や営業補償についての考えをお聞かせくだ
さい。

質問番号２７の改善を行うこととなった場合は、公
募対象公園施設の営業期間に影響がないように努め
ますが、万が一影響がある場合は協議を行うものと
します。

6/27 29 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

公募対象公園施設の整備の一環として質問回答1６
に示された接続予定キュービクルの更新を提案した
場合の実現性について現時点のお考えがあればお聞
かせください。

キュービクルの状況を今後改善するために検討を
行っています。

6/27 30 要項 P13
Ｉ第2章1(2)イ
必要な資格

体育館管理担当法人以外は、必要な資格はないとい
う認識でよろしいですか。

必ずしも応募事業者が持っている必要はございませ
んが、植物管理や建物管理において、当該管理に携
わる者が持たなくてはならない資格はございます。
詳細は仕様書をご確認ください。

6/27 31
資料1
仕様書

P19
Ⅲ第6章2(5)
樹木管理

【修正】樹木管理に必要な資格を追記
公園樹木は、造園施工管理技士2級以上を所持した
者が管理するべきであるため、追記します。

6/27 32 要項
P29
・
P30

Ⅱ第2章1(4)
建設面積に関する

事項
Ⅱ第2章２(2)

公募対象公園施設
の区域

一般の公園施設利用者も利用できるオープンテラス
を設ける場合、特定公園施設の扱いでよいでしょう
か。

オープンテラスの構造や使用方法により、特定公園
施設とするか、公募対象公園施設とするかを決定し
ます。
公募対象公園施設の一部となるような建築物の場合
は、公募対象公園施設となります。デザインは一体
であっても別の建築物等となっており、単独で十分
に公園施設の機能がある場合は、協議により特定公
園施設の扱いとする可能性もございます。

6/27 33 要項 P32

Ⅱ第2章2(7)
公募対象公園施設
の使用料の額の最

低額等

公募対象公園施設の使用料は、提案した金額を事業
期間中に変更申請することは可能でしょうか。

原則、変更を行うことはできませんが、協議により
変更することが認められた場合は、変更可能となり
ます。

6/27 34 要項 P37
Ⅲ第1章3
自主事業

自主事業の設置許可使用料は、100円以下/㎡日と
ありますが、自動販売機は、いくらになりますか

自動販売機の設置許可を行う場合、その使用料は条
例の定める範囲内において協議により定めます。

6/27 35 要項 P38
Ⅲ第1章４(2)ア

施設修繕費

施設修繕費150万円を超えた場合は指定管理者の負
担とありますが、全体指定管理料から捻出するとい
う事は出来ないという事でしょうか。

指定管理料以外の収入（利用料収入等）から支出す
ることは可能です。

6/27 36 要項 P38
Ⅲ第1章４(2)ウ

(ウ)
事業費

事業費の備品に係る修繕費用は指定管理者の負担と
ありますが、市所有の備品も修繕費150万円を使用
出来ないという事でしょうか。また、全体指定管理
料からも捻出出来ないという事でしょうか。

備品に係る修繕は修繕費1５０万円から支出できま
せん。
ただし、施設修繕費を除き、利用料収入を含んだ指
定管理に要する経費から支出することは可能です。

6/27 37 要項 P39
Ⅲ第1章４(4)ウ

その他収入

収入として見込まれるその他収入のバーベキューの
収益等とはどのようなものでしょうか。
募集要項P38の(2)指定管理料に記載の利用料金等
収入（利用料収入及びその他収入）のその他収入に
該当するという事でしょうか。

バーベキューを運営する際に発生した売上等を指し
ます。
また、当該「その他収入」は、募集要項P38(2)指
定管理料に記載がある利用料金等収入（利用料収入
及びその他収入）のその他収入に該当します。

6/27 38 要項 P39	
Ⅲ第1章４(4)ウ

その他収入
収入として見込まれるその他収入のバーベキューの
収益以外は、どのようなものでしょうか

利息が挙げられます。
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6/27 39
資料1
仕様書

P2
Ⅰ第3章(3)

防災機能のある公
園

防災公園としての機能を持たせるための備蓄品の費
用負担は流山市様で良いでしょうか。

防災備蓄品の更新は、流山市で実施します。

6/27 40
資料1
仕様書

P6
Ⅲ第1章(2)オ
陽だまり広場

陽だまり広場の芝生管理の面積と芝刈り等の仕様頻
度を教えてください。

陽だまり広場の面積は、草刈（ロータリーモア）
12,751㎡に含まれており、年４回実施します。

6/27 41
資料1
仕様書

P6

Ⅲ第1章(2)オ
遊具広場

アスレチックエリ
ア

遊具およびアスレチックの設置開始年と修繕履歴
（詳細内容）を教えてください。

（設置開始年）
大型複合遊具1基：2019年
ターザンロープ1基：2007年
木製4人用ブランコ1基：2007年
小型1人用ブランコ1基：2022年
すべり台1基：2007年
回転遊具1基：2022年
スプリング遊具4基：2007年
特別遊具12基：2007年
アーチクライム1基：2007年
いじわるネット1基：2007年
ふわふわドーム1基：2022年
ネットクライム（あみだ登り）1基：2022年

上記以外の遊具は設置開始年不明です。
また、修繕の履歴については、緊急工事により対応
しているものが多く、修繕の履歴をすべて追うこと
はできかねます。

6/27 42
資料１
仕様書

P18
Ⅲ第6章２(2)

警備
夜間～朝の巡回警備は必要でしょうか。 現在、夜間巡回警備はしておらず、不要です。

6/27 43

資料1
仕様書
・

資料2

P18

Ⅲ第6章２(4)
草刈りと除草

・
基本管理1/1

草刈と除草の草刈面積（7,226㎡、12,751㎡）と抜
根除草の1,268㎡のエリアはどこでしょうか。

草刈面積（7,226㎡）は、北側駐車場周辺・キッ
コーマンアリーナ周辺・４面テニスコート周辺・け
やき広場・ピクニック広場・南側駐車場周辺・芝生
広場周辺・遊具広場周辺です。

草刈面積（12,751㎡）は、北側駐車場周辺・キッ
コーマンアリーナ周辺・けやき広場・ピクニック広
場です。

抜根除草（1,268㎡）は、北側駐車場周辺・キッ
コーマンアリーナ周辺です。

6/27 44
資料1
仕様書

P32
P33

Ⅲ第8章(1)
令和8年度の運営
と使用料等につい

て

令和8年度以降は、BBQエリアの設置および管理許
可の使用料を指定管理者が徴収し、同額を流山市様
に支払うということでしょうか。

少なくとも令和８年度はそのような運用を行ってい
ただきます。
令和９年度以降、バーベキュー事業者と指定管理者
間の契約料等取り決めについては問いませんが、市
は指定管理者に使用許可を出し、指定管理者は市に
使用料を納付します。

6/27 45
資料1
仕様書

P32
P33

Ⅲ第8章(1)
令和8年度の運営
と使用料等につい

て

水道光熱費は現BBQ運営者から現行の範囲（BBQ施
設以外の駐車場照明及び公園灯、トイレ、手洗い場
などを含む）を指定管理者が徴収するという事で宜
しいでしょうか。

南側駐車場、南側駐車場隣接トイレ、バーベキュー
広場の受付、バーベキュー広場の手洗い場に関する
光熱水費について、令和８年度はバーベキュー事業
者が支払いを行います。
令和９年度以降は、原則指定管理者が支払いを行う
こととしますが、指定管理者とバーベキュー事業者
との間で協議を行った結果、バーベキュー事業者か
ら光熱水費について徴収を行っても構いません。

6/27 46
資料1
仕様書

P35
Ⅳ第2章1(2)
自動販売機

自動販売機を屋外の公園エリアに設置する場合、台
数に制限はありますか。また、設置可能な電源箇所
を教示いただけますでしょうか。

設置が可能な場所は、現在自動販売機を設置してい
る、中央広場脇と、テニスコートのシェルターの脇
です。設置台数は中央広場脇に２台まで、テニス
コートシェルター脇に1台までとします。

6/27 47
追加資料

４

流山市総合運動公
園　有料施設　利

用者数実績

有料公園施設の利用者数のカウント方法を教えてく
ださい。

現在の指定管理では、実利用人数（申請利用人数）
を集計しています。

6/27 48 要項 P9
Ⅰ第1章9(3)ア

物価変動

昨今の物価上昇トレンドを踏まえると5年ごとの見
直しでは事業成立が難しいことから、1年ごとの客
観的指標に基づく見直し、又は物価上昇を見込んだ
費用提案を認めてもらえますでしょうか？

原則として、指定管理期間内の指定管理料の変更は
行わず、指定管理料の協議は５年ごとに、再指定を
行うこととなった際に実施します。
当初想定できなかった事態の発生により、管理方法
の変更や利用料収入に大幅なかい離が生じた場合、
必要に応じて指定管理料の総額や年度額を変更しま
す。変更にあたっては、その要因と変更の妥当性を
確認します。
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6/27 49 要項 P11
Ⅰ第1章11

事業実施体制
整備運営事業者とは、構成する法人全ての共同事業
体を意味しますか？

整備運営事業者は、共同事業体として構成するすべ
ての法人を指します。

6/27 50 要項 P16
Ⅰ第2章2(7)エ

電子データの提出
様式M・U-2・W・XのExcel様式についても、PDF
データのみでよろしいでしょうか？

PDFデータのみで構いません。

6/27 51 要項 P16
Ⅰ第2章2(7)ウ

整備運営事業提案
書

①フォントサイズは様式の10pt以上でよろしいで
しょうか？
②余白の指定はありますか？
③インデックスの作成は自由ですか？

①フォントサイズに指定はありませんが、読みやす
さを重要視してください。
②余白は現在のまま変更しないでください。現在の
様式の見た目を変えず、テキスト情報を含んだPDF
データを最終的にご提出いただければ、作成するソ
フトに指定はありません。
③自由です。

6/27 52 資料２ 植物管理1/1
ご提示頂いた植栽管理水準について、その実施回数
等過剰（施肥や一部芝刈等）と思われる部分につい
て、別途提案できますでしょうか？

現在の管理水準を維持できるのであれば、別途提案
可能です。

6/27 53 資料２ 植物管理1/1
樹木管理：高・中・低木の樹種、形状寸法について
ご教示戴けますでしょうか？

高木はサクラ、カシ類、ケヤキ、クス、コブシ、メ
タセコイヤ等があります。すべての樹木情報をリス
ト化した資料はございません。

6/27 54 資料２ 植物管理1/1
芝生管理：目砂、エアーレーションは全面実施で
しょうか？それとも痛みの激しい箇所の実施でしょ
うか？ご教示の程お願い致します。

全面実施です。

6/27 55 資料４
公募対象公園施設

平面図
整備区域1,940㎡の外周ラインについてCADデータ
を頂けますか。

追加資料申込者全者に提供します。

6/27 56 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件
店舗用の看板を整備区域外に設置できますか。（公
園駐車場入り口付近など）

Park-PFIの利便増進施設として協議を行い、設置
することは可能です。
ただし、屋外広告物として設置する場合は、流山市
広告物条例、流山市景観計画その他関係法令等を遵
守してください。

6/27 57 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件
整備区域内に店舗用の独立看板は設置できますか。

Park-PFIの利便増進施設として協議を行い、設置
することは可能です。
ただし、屋外広告物として設置する場合は、流山市
広告物条例、流山市景観計画その他関係法令等を遵
守してください。

6/27 58 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件
SPCが認定計画提出者となることは可能ですか。 可能です。

6/27 59 要項 P8
Ⅰ第1章9(2)

費用負担及び役割
分担

指定管理者と認定計画提出者が別企業の場合、担当
以外の業務範囲については責任は負わないでしょう
か。

指定管理者と認定計画提出者について別企業が主に
担当したとしても、市は共同事業体を構成するすべ
ての社と協定等を締結します。
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6/27 60 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件
電気を別引き込み出来ることが事業者側の調整や交
渉で可能となれば別引き込みにて対応してよいか。

6/27 61 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

質問回答22にて「東京電力と協議した結果、公園敷
地外から新たに引き込むことはできないこととなっ
ています。」と記載がありますが、整備運営事業者
による東京電力と協議の結果、新たに引き込むこと
が可能な場合については公園敷地外から引き込むこ
とを認めていただけないでしょうか。

6/27 62 要項 P34
Ⅱ第2章3(5)

工事施工に関する
条件

公共建築工事標準仕様書などの公的基準は公募対象
公園施設には適用されないと考えてよいか。

特定公園施設には適用する必要がございますが、公
募対象公園施設には適用する必要はありません。

6/27 63 様式W 収支計画書
支出項目の内、人権費と記載がありますが、誤植に
つき、人件費に訂正してもよろしいでしょうか。

訂正していただいて構いません。
訂正した様式を公開します。

6/27 64 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)オ
提出書類一覧

収支計画を含めた提案に関する根拠や確実性を補完
する資料として構成企業には入らないながらも協力
関係にある企業より関心表明を書面にて取得してい
ます。
同書面についてはカ提出任意の資料として提出を認
めていただけないでしょうか。

ご提出いただいて構いません。

7/1 65 要項 P5
Ⅰ第1章6(1)

流山市総合運動公
園の概要

幼児体育室の有料化は可能でしょうか。
ご教授ください。

条例上料金の定めがないため、施設利用料収入とし
て利用料金を収受することはできません。
有料化をするためには、条例改正をする必要があり
ます。
なお、自主事業として幼児体育室を使用した事業を
行う場合、自主事業収入として料金収受を行うこと
は可能です。

7/1 66
資料1
仕様書

P8
Ⅲ第3章1(1)ア
体育館内事務室

体育館内事務室において、統括1名・受付２名以
上・トレーニングスタッフ1名以上を配置し、常時
６名以上と記載がありますが、上記配置以外に２名
程度常時配置しなければならないという認識でしょ
うか。

各役割について、それぞれの最低配置人数を満たす
必要があり、かつそれらの合計人数が６名以上とな
る必要があります。よって、～名以上と記載のある
各役割について、最低配置人数以上を配置し、合計
人数を常時６名以上とする必要があります。

7/1 67
資料1
仕様書

P31
Ⅲ第7章(9)
機械警備

現在使用している機械警備機器については、指定管
理者が変更になった場合は引継ぎが可能でしょう
か。ご教示ください。

現在使用している機械警備機器については、現指定
管理者の負担で設置しているため、企業間で協議し
てください。

7/1 68
資料1
仕様書

P43
Ⅲ第8章14

責任分担について

2022年～2023年にかけて電気代の高騰が非常に大
きくありましたが、その際の補填行為などは発生し
ていますでしょうか。ご教示ください。

補填していません。

7/1 69 要項 P6
Ⅰ第1章7(2)

運営、維持管理方
針

ウ防災機能公園との記載があるが、防災用トイレマ
ンホールの設置はありますでしょうか。ご教示くだ
さい。

5基あります。

7/1 70 要項 P43

IV第1章
運動公園全体の連
携による魅力・賑

わいの創出

市として期待する事項として「・市民団体や地域住
民、市内の商工業者、教育機関等との連携、協力」
と記載がありますが、運動公園にて実施する催事時
のキッチンカー事業者について考え方をご教授いた
だけますでしょうか。
後段に「事前の協議」と記載がありますが、例えば
キッチンカー事業者については、市内事業者に限る
等公共施設であることから制限等ありますでしょう
か。

制限を設ける予定はございませんが、P43に記載し
たとおり、「・市民団体や地域住民、市内の商工業
者、教育機関等との連携、協力」にご配慮いただき
たいと考えています。なお、催事等開催に必要な法
令を遵守し、周辺住民への配慮を十分に行う必要が
あります。

7/4 71 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)オ
提出書類一覧

提出書類一覧の6-1コーポレートガバナンス報告書
は、作成していなければ、提出不要でよろしいで
しょうか。
その場合、「該当ありません」の用紙が必要でしょ
うか。
※今週中に回答を頂けますでしょうか

作成していない場合、提出不要です。
別途用紙を作成する必要もありません。

7/4 72 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)オ
提出書類一覧

提出書類一覧の10　キャッシュフロー計算書は、作
成していなければ、提出不要でよろしいでしょう
か。
その場合「該当ありません」の用紙が必要でしょう
か。
※今週中に回答を頂けますでしょうか

作成していない場合、提出不要です。
別途用紙を作成する必要もありません。

事業者側で電気について別で引き込む協議が整った
場合、別で引き込んでも問題ございませんが、事業
者決定後、早い段階で市と調整・協議を行ってくだ
さい。また、提案書を提出する段階で、別途引き込
んでもよいことが担保できる資料を提出してくださ
い。
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7/9 73 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)

オ　提出書類一覧
【修正】提出書類に不足があったため追加

要項P13のⅠ第2章1(2)イの資格を確認する書類を
求めていなかったため、提出書類のうち、書類番号
6‐5に追加します。
また、修正した要項を公開します。

7/18 74 要項 P28 Ⅱ第2章1(2)ウ
「整備区域から公園の内部に向けて、下り勾配と
なっています」とありますが、高低測量図はあるの
でしょうか。

追加資料申込者全者に造成平面図を提供します。

7/18 75 要項 P30
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

流山市開発事業の許可基準等に関する条例について
公募対象公園施設（店舗）からの雨水浸透施設は必
要でしょうか。
必要な場合、屋根の雨水は浸透桝で宜しいでしょう
か。

流山市開発事業の許可基準等に関する条例に基づ
き、雨水浸透施設は整備する必要があります。
一方で、雨水貯留施設は当該地が土地区画整理事業
区域内のため、付置義務はありません。
また、雨水浸透施設の種類に指定はありません。

7/18 76 要項 P30 Ⅱ第2章2(5)

上記、特定公園施設の雨水については、自然浸透で
宜しいでしょうか。
また、舗装部分は必ず浸透舗装にする必要があるの
でしょうか。

流山市雨水浸透施設設計指針に基づいて算出される
必要浸透量を満足すれば、雨水浸透施設の種類に指
定はありません。
ただし、舗装については、公園利用の観点から浸透
機能を持たせることが望ましいため、詳細は協議を
行ってください。

7/18 77 要項 P30 Ⅱ第2章2(5)
流山市開発事業の許可基準等に関する条例、
駐車場について、公募対象公園施設外を利用するこ
とは可能でしょうか。

西側駐車場を中心とした既設公園駐車場を公募対象
公園施設の駐車場とみなすことから、設置する必要
はございません。

7/18 78 要項 P30 Ⅱ第2章2(5)
流山市開発事業の許可基準等に関する条例、
駐輪場について、公募対象公園施設内を設置する必
要がありますでしょうか。

店舗面積が300㎡を超えると、売場面積30㎡ごとに
1台の駐輪場を整備する必要がございます。
詳細は、流山市開発事業の許可基準等に関する条例
の手続きを行う際に、協議を行ってください。

7/18 79 要項 P30 Ⅱ第2章2(5)

流山市開発事業の許可基準等に関する条例、
自然エネルギー活用設備の導入については努力義務
で宜しいでしょうか。
（太陽光発電設備、雨水利用設備）

自然エネルギー活用設備の導入については、配慮を
行い、地球環境負荷の低減に努めてください。
ただし、今後法改正があった場合はその内容に準じ
てください。

7/18 80 要項 P31 Ⅱ第2章2(5)
上下水道の負担金がある場合、算定基準を教えてい
ただけないでしょうか。

給水メーター(量水器)の口径に応じて、給水申込納
付金及び検査手数料が発生します。詳細は、次のリ
ンク先をご確認ください。
【給水申込納付金・手数料】
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/100
1972/1002026/1002041.html
 また、下水道については、当該地が土地区画整理
事業区域内のため、受益者負担金は発生しません。

7/18 81 要項 P16
Ⅱ第2章2(7)ウ

整備運営事業提案
書

様式H～様式U及び任意様式について、詳細説明等で
添付資料を追加することは可能でしょうか。

追加説明資料を添付することはできません。
様式の定める範囲内でまとめ、ご提出ください。

7/18 82 要項 P37
Ⅲ 指定管理者制

度

事業開始後における指定管理に関する事項で共同事
業体の構成法人の変更（追加・脱退）については5
年ごと非公募での審査時に可能な認識で相違ないで
しょうか。

共同事業体の構成法人の変更については、指定管理
者制度と公募設置管理制度の両方において、共同事
業体と協定を締結していることから、変更前に都度
市と協議を行う必要があります。

7/18 83 要項 P18
Ⅰ第2章2(7)オ
提出書類一覧

提案に関する根拠や確実性を補完する資料につい
て、様式の別紙として指定された枚数とは別での添
付による提出を認めていただけないでしょうか。

追加説明資料を添付することはできません。
様式の定める範囲内でまとめ、ご提出ください。

7/18 84 要項 P16
Ⅰ第2章2(7)

提出書類作成の注
意事項

本項目の6/27更新分の質問・修正対象No.50におい
て、
「余白は現在のまま変更しない」「現在の様式の見
た目を変えず」とありましたが、
1.余白部分より内側の記載情報情報（応募法人名、
提出書類名などの記載）は文字サイズ、配色など変
更可能でしょうか
2.見た目を変えず、とありますが、ここでいう見た
目とは、様式番号や書類番号など、余白欄に記載し
ている形式的な情報、という理解で相違ないでしょ
うか
（余白より内側の見た目は、図表の挿入や見出し項
目の追加で変わってくるものと思われます。）

様式の中で変更を行っても良い事項は、「余白の内
側にある『■』から始まる注意事項等の文章を消去
すること」のみとします。
それ以外の様式にすでに記載されている事項の変更
（サイズや配色、内容等）は特別な指示（必要に応
じて行を加除してくださいと指示があるものなど）
があるものを除き、行わないでください。

7/18 85 要項 P16
Ⅰ第2章2(7)

提出書類作成の注
意事項

税務諸表（直近3年間）について決算タイミングの
関係で直近年度分の用意が間に合わない場合、提出
できる範囲での直近3年分での提出という理解で宜
しいでしょうか。

提出できる範囲での直近３年分をご提出ください。

7/18 86 要項 P16
Ⅰ第2章2(7)

提出書類作成の注
意事項

法人の概要がわかるパンフレットについて作成して
いない場合、提出なしとしてもよろしいでしょう
か。

作成していない場合、代わりとなる次の書類の提出
をご検討ください。
・ホームページで公表している、法人の概要がわか
るページを印刷したもの。
・業法に基づき、監督官庁等に提出している業務報
告書等の写し。
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更新日 質問内容・修正事項 回答内容・修正事項詳細質問・修正対象

7/18 87 要項 P13
Ⅰ第2章1(2)
資格要件

必要な資格の「(イ)建築物衛生管理業の登録」につ
いて、建築物環境衛生総合管理業への登録があれば
資格要件を満たすという認識で問題ないでしょう
か。

その認識で問題ありません。
建築物環境衛生管理技術者を配置してください。
なお、再委託しない場合、登録を証明することがで
きる書類の写しの提出を新たに求めておりますので
ご注意ください（No73参照）

7/18 88

資料1
仕様書

資料2

全般
体育館施設の電気図面、設備図面、建築図面、衛生
図面、メーカーリストをご開示ください。

資料が膨大なため、配付をすることが困難です。そ
のため、スポーツ振興課に事前連絡(電話番号：
04-7157-2225)をした上で閲覧することが可能で
す。なお、閲覧可能期間は令和6年8月14日までと
します。

7/18 89

資料1
仕様書

資料2

全般
施設等の維持管理業務及び維持管理水準における対
象設備において、現状の点検内容等がわかる実施報
告書をご開示ください。

対象施設は仕様書のとおりです。
今回の対象施設以外の施設も含んだ実施状況にはな
りますが、資料を追加資料申込者全者に送付しま
す。

7/18 90

資料1
仕様書

資料2

全般

①	施設等の維持管理業務及び維持管理水準における
対象設備において、メーカーによるメンテナンス指
定はございますか。
②	指定がある場合、設備名、設置場所、設置個数、
指定メーカー名をご開示ください。

①メーカーの指定はありません。
②該当なし

7/18 91
資料1
仕様書

全般
作業車両の駐車場利用または敷地内駐車は可能で
しょうか。

市と協議の上駐車場利用及び敷地内駐車をすること
は可能です。

7/18 92
資料1
仕様書

全般
当社従業員の通勤車両用の駐車場及び駐輪場につい
て、対象施設を無償で利用させていただくことは可
能でしょうか。

市と協議の上無償で駐車場及び駐輪場を利用するこ
とは可能です。

7/18 93
資料1
仕様書

全般

設備員、清掃員、警備員の想定配置時間や人数等の
指定があればご教示ください。また参考の為、現行
の設備員、清掃員、警備員の勤務体制をご開示くだ
さい。
(例：設備員　〇時～〇時（実働〇時間　休憩〇時
間）　〇名　年〇日等　)

資料２　維持管理水準をご参照ください。
【体育館、野球場、庭球場を除いた現行体制】
・清掃員（公園の日常清掃）
　実働７時間　４名体制　週２日作業

なお、体育館、野球場、庭球場の現行体制は、指定
管理制度を導入しており、個別の体制については把
握しておりません。

7/18 94
資料1
仕様書

全般

建築物衛生法や建築基準法第12条の点検・検査・報
告等業務の対象は体育館のみであり、他施設は対象
外という認識でよろしいでしょうか。対象となる場
合、各施設の機器表をご開示ください。

体育館(観覧場)のみで問題ありません。（建築設
備・防火設備含む）なお、管理者として、所有者へ
の報告をお願いします。
※野球場（観覧場）や屋外トイレ、その他工作物
は、対象規模未満のため対象外

7/18 95
資料1
仕様書

P14
～16

衛生消耗品（トイレットペーパー、水石鹸、ゴミ袋
等）及び設備消耗品（空調フィルター、薬剤、ろ材
等）について、過去3年間分の費用実績をご教示く
ださい。

・体育館、野球場、庭球場について、指定管理制度
を導入しており、消耗品費を把握しておりますが、
個別の内訳までは把握しておりません。また、他施
設と一括して制度を導入しているため、対象の体育
施設のみの消耗品費の算出ができません。
・上記以外の公園トイレのトイレットペーパー使用
実績は次の通りです。
　R3：2,660個（トイレ2か所⁺年度途中に1か所
増）
　R4：3,590個（トイレ4か所）
　R5：3,294個（トイレ4か所）

7/18 96
資料1
仕様書

P18
Ⅲ第6章2(3)

清掃

「オ 当該事業において発生したごみは、事業活動
によって生じた廃棄物として、流山市クリーンセン
ターが示す事業系ごみの処理方法に従い、指定管理
者において適切に処理してください。（不法投棄
物、動物の死骸等含む）と記載がございますが、一
般廃棄物処理及び産業廃棄物について、過去3年間
の実績を種類・業務・施設ごとにご開示ください。

R4・R3については、開示できる資料が残っており
ませんが、R5と同程度の実績です。
【一般廃棄物(体育館、野球場、庭球場を除く)】
剪定枝(R5)：49,460kg
燃やさないごみ(R5)：260kg

なお、体育館、野球場、庭球場から発生したごみの
実績は体育館設備維持運営管理業務として把握して
いるため、個別の内訳について把握してないため、
公開できません。

7/18 97
資料1
仕様書

P20
Ⅲ第6章3(6)

野球場

「野球場のフェンスや防球ネットを含めた内側が対
象で、照明やスコアボードも含みます。」と記載が
ございますが、照明とはナイター照明設備をさすと
いう認識でよろしいでしょうか。

その認識で問題ありません。

7/18 98
資料1
仕様書

P21
Ⅲ第6章4(1)ア

清掃

体育館の日常清掃において、実施時間に制限がある
場合はその箇所と実施可能時間帯をご教示くださ
い。（例：アリーナ部分は7：00～9：00のみ実施
可能　等）

実施時間に制限はありませんが、利用者の利用を著
しく妨げない範囲での計画をお願いします。
※定期清掃は閉館後夜間清掃となります。

7/18 99
資料1
仕様書

P21
Ⅲ第6章4(1)ア

清掃

「また、高所作業におけるガラス清掃等の作業につ
いては～」と記載がございますが、
①	高所作業車や足場の組み立てが必要な業務は資料
２維持管理水準に記載のある体育館のガラス清掃の
みという認識で問題ないでしょうか。
②	①の他にある場合は対象業務及び使用場所をご教
示ください。

①その認識で問題ありません。
②該当なし
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7/18 100
資料1
仕様書

P24
Ⅲ第6章4(5)

建築物環境衛生管
理技術者の選任

「(5)建築物環境衛生管理技術者の選任」と記載が
ございますが、
本施設は体育館ではなく興行場として申請されてい
るため建築物衛生法における特定建築物に該当し、
建築物環境衛生管理基準に基づく業務が必要となる
認識でよろしいでしょうか。

その認識で問題ありません。

7/18 101
資料1
仕様書

P26
Ⅲ第6章4(7)エ

(ア)

消防法におけるディーゼル使用の非常用発電機設備
負荷試験は本業務に含まれているという認識でよろ
しいでしょうか。

その認識で問題ありません。

7/18 102
資料1
仕様書

P26
Ⅲ第6章4(7)エ

(ア)

消防用設備点検において、各種放出試験・耐圧試験
の対象設備があればその設備内容と実施年度をご教
示ください。

法令に準じ2024年6月に実施しております。
内容については仕様書のとおりです。

7/18 103
資料1
仕様書

P34
Ⅲ第9章

市が行う業務
現時点での積み残し修繕があればその内容や費用に
ついてご開示ください。

修繕の主なものは、体育館館内の各所誘導灯バッテ
リー交換、足元灯バッテリー交換と、公園園路の修
繕及び照明灯のLED化等を想定しています。

7/18 104
資料1
仕様書

P36
Ⅴ第1章(6)
契約業務

「また、備品の購入や修繕などの契約の際には費用
節減のため3社以上から見積もりを取ることを原則
とし、市内業者の活用を検討してください」と記載
がございますが、市内業者の活用業務を検討するた
め、現状の委託業務内容、委託先事業者名、委託金
額、市内業者区分が記された一覧をご開示くださ
い。

公開できる現在の委託業務等の内容は次の通りで
す。
【総合運動公園管理業務委託】
受託者：（株）篠塚造園土木
契約金額：27,500,000円
区分：市内業者
【総合運動公園清掃業務委託】
受託者：（公社）流山市シルバー人材センター
契約金額：１週あたり88,330円（単価契約）
区分：市内業者
【芝生維持管理業務委託】
受託者：グリーンテック株式会社
区分：市外業者
※市内の複数施設で作業しており、総合運動公園の
みで作業金額の算出ができないため、提示できませ
ん。
【都市公園緑地トイレ清掃業務委託】
受託者：有限会社シー・エス・アイ
区分：市内業者
※市内の複数施設で作業しており、総合運動公園の
みで作業金額の算出ができないため、提示できませ
ん。

7/18 105 資料2 全般

以下の業務について、実施対象年度をご教示くださ
い。
①	中性能フィルター取替（空調機用）
2年ごとに1回
②	改正フロン法に基づく定期点検
3年ごとに1回
③	地下埋設タンク漏洩検査（定期点検）
3年ごとに1回
④	ばいじん測定
5年ごと1回
⑤	野球場　グラスライン修復
3年ごとに1回

①	中性能フィルター取替（空調機用）
2022.12
②	改正フロン法に基づく定期点検
2024.3
③	地下埋設タンク漏洩検査（定期点検）
2022.9
④	ばいじん測定
2024.3
⑤	野球場　グラスライン修復
2022.12

7/18 106 資料2 全般
維持管理水準が「適宜」となっている業務におい
て、メーカーや専門業者による保守・点検を実施し
ている業務があればご教示ください。

「適宜」の項目について、利用者に影響がないよう
指定管理者の判断で実施をしております。個別の業
務について、お示しできる資料はありません。

7/18 107 資料2 基本管理1/1
園路広場、植込み地（芝地含む）について、対象エ
リアや面積等がわかる資料をご開示ください。

園路広場は、キッコーマンアリーナ、京和ガスベー
スボールパーク、テニスコート、SL以外が対象で
す。資料３をご参照ください。
植込み地（芝地を含む）は追加資料の植栽平面図を
ご参照ください。

7/18 108 資料2 植物管理1/1
樹木管理の低木刈込について、通年となっておりま
すが頻度の詳細をご教示ください。

春から夏にかけて園内全ての低木を一度刈込をし
て、秋から冬にかけては伸びている低木を中心に刈
込んでいます。

7/18 109 資料2 建物管理2/6

加湿器点検はダクト中間接続型のみが対象となって
おりますが、建築物衛生法の特定建築物に該当する
場合、加湿装置が搭載されている空調設備すべてが
点検対象となり、加えて空調排水受けの点検・清掃
も対象業務に含まれる認識でよろしいでしょうか。

その認識で問題ありません。

7/18 110 資料2 建物管理2/6

フィルターユニットの祖塵フィルター清掃はサブア
リーナのみを対象とされておりますが、その他フィ
ルターユニットに設置されている祖塵フィルターは
対象外という認識でよろしいでしょうか。

フィルターユニットの祖塵フィルター清掃はサブア
リーナに限らずすべての祖塵フィルターが対象にな
ります。対象は資料７(3/3)を確認してください。

7/18 111 資料2 建物管理3/6

防火対象物定期点検に（観覧場としての申請なら該
当）と記載がございますが、本施設は体育館ではな
く観覧場として申請されており、特定用途の防火対
象物に該当するという認識でしょうか。

その認識で問題ありません。
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7/18 112 資料2 建物管理4/6

飲料水水質検査（遊離残留塩素）とは別に残留塩素
測定業務がございますが、体育館以外の施設を対象
とした残留塩素測定業務という認識でよろしいで
しょうか。この場合、対象施設をご教示ください。

体育館内のみが業務の対象となります。

7/18 113 資料2
建物管理1/6及び

5/6

体育館の病害虫防除業務と体育館設備等のこん虫等
防除業務はどちらも建築物衛生法に基づく業務であ
り、重複している項目という認識でよろしいでしょ
うか。対象施設がそれぞれ異なる場合、その詳細を
ご教示ください。

どちらも建築物衛生法に基づく業務であり、資料2
建物管理1/6と5/6の両方をもって、体育館内の全
ての施設が対象であることを示しています。

7/18 114 資料2 建物管理5/6
汚水槽及び雨水貯留槽清掃、浄化槽維持管理におい
て、過去3年間分の汚泥排出量と処分費をご教示く
ださい。

体育館設備維持運営管理業務として排出量等を把握
しているため、個別の内訳について把握してないま
せん。

7/18 115 資料2 建物管理5/6
汚水槽清掃の頻度につきまして、使用後と記載がご
ざいますが、建築物衛生法に基づき2回の清掃を実
施するという認識でよろしいでしょうか。

その認識で問題ありません。

7/18 116 資料2 建物管理5/6

特殊建築物の定期検査報告に観覧場で申請の場合は
2年に1回の報告と記載がございますが、本施設は観
覧場として申請されており今後も2年に1回の報告を
実施する認識でよろしいでしょうか。

概ねその認識で問題ありません。管理者として、所
有者への報告をお願いします。

7/18 117 資料11
体育館

清掃業務一覧表

凡例に「定期清掃のみ」と記載がありますが、日常
清掃の基準回数が記載されているエリアについては
定期清掃のみではなく日常清掃も実施する認識でよ
ろしいでしょうか。

その認識で問題ありません。

7/18 118 資料11
体育館

清掃業務一覧表

週6回清掃エリアについて、毎日清掃ではなく週1回
清掃を実施しない曜日があるという認識でよろしい
でしょうか。この場合、清掃を実施しない曜日の指
定があればご教示ください。

その認識で問題ありません。また、清掃を実施しな
い曜日の指定はありませんので、勤務実態等に合わ
せて、計画して問題ありません。

7/18 119 様式E 財務状況表
「当初損益（円）」を記入する欄がございますが、
当期利益を入力すれば問題ないでしょうか。どのよ
うな数値を入力すれば良いかご教示ください。

「当期純損益（円）」の間違いであったことから、
修正した様式を公開します。
当期純損益は、「税引前当期純利益から、①法人
税、住民税及び事業税　②法人税等調整額　を差し
引いた損益のこと」を指します。

7/18 120
公募対象公園施設整備箇所内のボーリングデータが
ありましたら開示いただけますでしょうか。

公募対象公園施設整備箇所内のボーリングデータは
ございませんが、周辺のボーリングデータは千葉県
オープンデータサイトから確認できます。

7/18 121 要項 P17
Ⅰ第2章2(7)オ
提出書類一覧

様式Ｍの公募設置等計画に関する投資・収支計画に
ついて、賃貸借契約の場合は、イの収支計画は、営
業収入が賃料になり、営業支出は、必要経費のみ記
載という理解でよろしいでしょうか。

その解釈で問題ございません。

7/18 122 要項 P31
Ⅱ第2章2(5)

整備に関する条件

「ガスは提案により必要に応じて資料4の位置に市
で取り出しの工事を行います。」とありますが、資
料4のガス引込位置を明示いただけますでしょう
か。

ガスの引込みが必要な場合は、ガス事業者との協議
が必要なため、現時点で明示は出来かねます。

7/18 123 要項 P31 Ⅱ第2章2(5)
導入が推奨される貴市指定のフリーWi-fiがござい
ましたらご教示ください。

推奨する指定のフリーWi-Fiはございません。

7/18 124 要項 P31
Ⅱ第2章2(6)

運営に関する条件
特定公園施設の利用ルールについては、市側で設定
する予定でしょうか。

一般的な公園利用ルールに鑑み、事業者と協議によ
り決定する予定です。

7/18 125 要項 P31
Ⅱ第2章2(6)

運営に関する条件

本事業に関して、近隣住民や既存団体とはご調整を
重ねていただいていることかと存じます。募集要項
に記載されていないような運営上の留意する点等ご
ざいましたらご教示いただけないでしょうか。

特にございません。

7/18 126 要項 P32

Ⅱ第2章2(7)
公募対象公園施設の
使用料の額の最低額

等

設置許可使用料は、現条例等によるものから大きく
変わる可能性があるかご教示いただけますでしょう
か。

現時点で設置許可使用料に関して条例改正を行う予
定はございません。

7/18 127 要項 P34
Ⅱ第2章4(1)

及び回答56,57

店舗専用の看板(店名ポール看板等)も利便増進施設
として協議可能ということでしょうか。「地域の催
事に関する情報」等を併記する場合には協議可能に
なるということでしょうか。

「地域における催し物に関する情報を提供するため
の看板、広告塔」であれば、協議を行うことが可能
です。

11/11 流山市まちづくり推進部みどりの課


